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は じ め に

Ⅰ 点検及び評価の趣旨

昨今の地方教育行政を取り巻く状況は、教育基本法の改正に始まり、

学習指導要領の改正、教育における地方分権の推進、そして教育委員

会制度改革など、大きく変化しようとしています。

黒松内町教育委員会では、教育基本法の趣旨を踏まえ、「生きる力」

の基礎となる「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和の取

れた教育、及び「ふれあい、学びあい、支えあい」の多様な生涯学習

活動を学校・家庭・地域の緊密な連携を大切にしながら、具体的な施

策・事業を町の第３次総合計画に位置づけ取り組んでいるところで

す。

平成１８年１２月の教育基本法の改正及び平成１９年３月の中央教

育審議会の答申等を踏まえ、平成１９年６月に地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の一部が改正され、

平成２０年４月から施行、すべての教育委員会は、毎年、教育行政事

務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する

報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならない

とされました。

そのため、本町としても、同法第２７条の規定に基づき、効果的な

教育行政の推進に資するとともに、町民の皆様に対する説明責任を果

たすため、平成２０年度から「教育委員会の活動状況等に関する点検

・評価」を実施し、報告書にとりまとめ公表しております。

今年度の点検・評価は、「平成２５年度教育行政執行方針」に掲げ

た主要な事務・事業について、ＰＤＣＡ（計画・実施・点検・改善）

サイクルの理念に基づき検証いたしました。

今後も、この点検・評価による事業効果等の検証を行うことで、課

題や対応方向を明らかにするなど継続的な業務の改善を図りながら、

効果的な教育行政の推進に努めてまいりますので、町民の皆様のご理

解とご協力をよろしくお願いします。

平成２６年９月

黒松内町教育委員会
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Ⅱ 点検及び評価の概要

１ 実施の目的

教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の学校教育、社会教育等に関する事務を

担当する行政機関として、すべての都道府県及び市町村等に設置されている行政委員会で

あります。

その特性は、専門的な行政官で構成される事務局を多様な属性を持った複数の委員によ

る合議により、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を

実現するものです。

事務・事業の点検及び評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教

行法」という。）第２７条の規定に基づき、教育委員会が、教育長以下の事務局を含む広

い意味での教育に関する事務の管理及び執行状況について点検及び評価（以下「点検及び

評価」という。）を実施することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町

民への説明責任を果たすことを主な目的とするものです。

２ 点検及び評価の対象

本年度の点検及び評価の対象事業等は、これまでの考えに基づき、平成２５年度分の事

業実績としました。

その対象範囲は、学校での学習指導・生徒指導に関することや社会教育に関することな

ど地教行法第２３条で「教育委員会の職務権限」として規定されている事務をはじめ、町

長の補助執行として行っている事務を含む、町教育委員会が所管するすべての事務として

います。

事業のまとめ方については、「平成２５年度教育行政執行方針」に基づき、町教育委員

会が実施した主な施策・事業等を網羅する形で対象事業を選定しました。

３ 点検及び評価の方法

点検及び評価にあたっては、施策・事業の進捗状況を明らかにするとともに、課題等を

分析し、今後の方向性を示しています。

点検及び評価は、各事務事業の概要、点検による成果・課題等を基に、「必要性」、「有

効性」、「効率性」及び「達成度」といった分析評価により事務事業の評価を行いました。

次に、その結果を踏まえ、「事業の規模」及び「手法の改善」という二つの観点から、

当該事務事業の「今後の取組方向」を判断しました。

なお、「事業の評価」と「今後の方向性」の２段階に分けることにより、「大局から部

局へ」、「現在の評価から今後の方向性へ」と、点検及び評価の論理的な流れを分かりや

すくしています。
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(1) 評価項目について

評価項目 検討の対象 検 討 の 観 点

・町民のニーズや社会情勢に適合しているか

必 要 性 事 業 の 目 的 ・町が事業を行う必要があるか（民間、国・道等

が実施すべき事業ではないか）

・事業目的に照らして効果的な手法か

事業の目的と手法 ・成果は、十分に上がっているか（事業目的に照

有 効 性 （事業内容）の関係 らして効果的な手法であれば成果は上がるはず

（手法選択の理念） であり、効果的な手法か否かの客観性を確保す

るためには、成果を踏まえる必要がある）

・事業費削減の取り組みは十分か
事業のコスト及び

効 率 性 ・人件費削減の取り組み（委託・ＩＴ化等を含む）
コストと成果の関係

は十分か

町民理解と目的、 ・町民の理解や満足度が得られているか
達 成 度

目 標 と の 関 係 ・目的、目標を達しているか

大局的な大づかみの評価 から 部局的な部分の詳細な評価 へ

必 要 性 有 効 性 効 率 性 達 成 度

そもそも事業として必要か (必要性を踏まえて) (必要性・有効性を踏まえ) （全体を踏まえ）

効果的な手法か 効率化の余地はないか 事業の達成度はどうか

(2) 評価基準について

評価項目それぞれについて、「高い」、「やや高い」、「やや低い」、「低い」の４段階で

評価することとしています。

この４段階の基準については、(1)に示した「検討の観点」（各項目２つずつ）を踏ま

え、概ね次のとおりとしました。

評価の段階 概 ね の 基 準

高 い 両方の検討の観点について優れている

やや高い どちらかの検討の観点について優れている

やや低い どちらかの検討の観点について劣っている

低 い 両方の検討の観点について劣っている



- 7 -

(3) 「事業の評価」と「今後の方向性」との関連について

「事業の評価」を踏まえた「今後の方向性」については、予算等の投入したコスト等

の物理的規模について判断する「事業規模」の項目と、手法のあり方について判断する

「手法の改善」の項目に分割し、それぞれ４段階で判断しました。

「事業規模」、「手法の改善」の各判断項目と、「事業の評価」と各項目との関連及び

判断基準については、概ね次のとおりとしました。

「事業の評価」の

判断項目 判断の段階 概 ね の 基 準

各項目との関連

必要性・有効性とも高い事業であり、今

拡 充 後、規模を拡充し重点的に取り組むべき

である。

必要性がやや高く、有効性も低くない事

主に 維 持 業で有り、現在の規模を維持するべきで

事 業 規 模 必要性・有効性 ある。

が関連

必要性が比較的低い、又は有効性が低い
縮 小

事業であり、規模を縮小すべきである。

必要性が低い、又は必要性がやや低く、

休 廃 止 有効性が低い事業であり、休廃止すべき

である。

有効性・効率性とも高い事業であり、現
維 持

在の手法を維持すべきである。

有効性がやや高く、効率性も低くない事

主に 軽微な改善 業であり、概ね現在の手法で問題はない

手法の改善 有効性・効率性 が、軽微な改善を行うべきである。

が関連

有効性がやや低い、又は効率性が低い事

抜本的改善 業であり、手法の抜本的な改善を行うべ

きである。

有効性が低い、又は有効性がやや低く、

休 廃 止 効率性が低い事業であり、休廃止すべき

である。
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Ⅲ 点検及び評価に関する実施方針

教育関係事務・事業の点検及び評価に関する実施方針

平成２１年４月２３日教育委員会決定
改正 平成２６年６月１０日

１ 趣旨

黒松内町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する

規則（平成２１年教育委員会規則第４号）第４条の規定に基づき、この実施方針を定める。

２ 基本的な方針

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）が改正され、

教育委員会が所管している事務の執行状況等について、自己点検及び評価を行い、その結

果を議会に提出するとともに、公表することとされた。

そこで、当教育委員会としては、P・D・C・A サイクル（＊）の手法を用いた事務の点

検及び評価を行い、今後の施策展開の基本的な考え方や方向性などを明らかにすることに

より、効果的な教育行政の推進に資する。

３ 点検及び評価の対象

点検及び評価の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の活動状況に関する現状と課題

(2) 教育行政執行方針に掲げる各種施策の実施及び達成の状況

(3) その他点検及び評価を行うことが必要と認められる事務の実施及び達成の状況

４ 点検及び評価の時期

点検及び評価は、毎年、前年度に実施した施策の達成状況等を分析するものとする。

５ 点検及び評価の実施方法

(1) 教育行政執行方針に掲げる各種施策及び主要な事業について、点検・評価調書（別記

様式１）を作成する。

(2) 教育長は、担当者が作成した点検・評価調書を基に、点検及び評価に関する報告書を

まとめ、教育委員会の会議に付する。

(3) 点検及び評価の結果については、重点施策の展開、予算編成、事務事業の見直し等の

事務改善など、教育行政のあらゆる分野に反映させるものとする。

(4) 点検及び評価を行うにあたっては、客観性を確保するため、教育に関する学識経験を

有する者の意見を聞くことができるものとする。

６ 点検及び評価に関する情報の公表

点検及び評価結果に関する情報については、議会への報告（６月又は９月）のほか、町

民が容易に入手できる方法で公表するものとする。
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＊ P・D・C・A サイクルとは？

Plan（計画）、Do（実施、実行）、Check（点検、評価）、Action（改善）の４段階のプロセ

スを順に実施する。

後のActionを次のPlanに結びつけつつ、このプロセスを繰り返し実施することで、継続

的な業務改善を推進していくためのマネジメント手法のことをいう。

＊ 点検・評価の流れ

▲

［計 画］Plan 教育行政執行方針、主要な事務・事業

▼

［実 施］Do 方針及び計画等に基づく事務事業の実施

▼

［点検・評価］ 実 績 等 の 点 検 ・ 評 価 （ 内 部 評 価 ）

Check

学識経験者による意見（知見の活用）

▼

［見直し］Action 報告書作成：議会への報告、町民への公表

［公 表］ 検 討：課題整理、改善策の検討
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別記様式１

点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目
項目番号

（事務事業名）

事 業 費 千円 担 当

事 目 的
務
事
業
の
概
要 実 績

成 果

点
課 題

検
（問 題）

・
必要性 □高 い □やや高い □やや低い □低 い

評
有効性 □高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 評 価
効率性 □高 い □やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い □やや高い □やや低い □低 い

今 事 業 規 模 □拡 充 □維 持 □縮 小 □休廃止
後
の 手法の改善 □維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
方
向 今 後 の
性 取 組 方 向

（改善点等）

そ の 他
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第１章 教育委員会の活動状況

第 １ 章 の ポ イ ン ト

教育委員会の会議の開催や審議内容、規則・要綱の制定や改正の状

況、教育委員会が行った主な活動状況、教育関係者等に対する表彰な

どを整理しています。
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１ 教育委員会の会議の開催・審議状況

黒松内町教育委員会の会議は、黒松内町教育委員会会議規則（昭和３１年教育委員会

規則第１号）第４条の規定に基づき招集し、開催しています。

この会議において、５名の黒松内町教育委員会教育委員が教育行政の基本方針の決定、

教育に関する規則・要綱など、様々な議題について審議をしています。

開 催 期 日 付 議 案 件 等

２５． ４．１８ （報告）

（平成２５年第４回）・平成２５年度黒松内町立小中学校の主任等の命課について

（議案）

・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第１回）について

・黒松内町合同学校関係者評価委員の委嘱について

２５． ６．１２ （報告）

（平成２５年第５回）・平成２５年度要保護・準要保護世帯の認定について

・教職員の産後休暇の承認について

・平成２４年度黒松内町教育委員会における人事行政の運営等の

状況について

（議案）

・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第３回）について

・工事請負契約について

２５． ８．２７ （報告）

（平成２５年第６回）・市町村立学校職員の平成２５年６月期における勤勉手当の成績

区分の内申について

・教職員の病気休暇の承認について

・育児休業の承認について

・育児休業の承認取消について

・産前休暇の承認について

・教職員の採用発令について

・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第４回）について

（議案）

・平成２４年度黒松内町教育委員会の活動状況等に関する点検・

評価について

・平成２６年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書の採

択について

・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第５回）について

２５．１０． ２ （報告）

（平成２５年第７回）・黒松内町教育委員会教育委員の任命について

・平成２５年度要保護世帯の認定について

・平成２５年度全国学力・学習状況調査結果の概要について

・産後休暇の承認について

（議案）

・黒松内町教育委員会教育委員長の選挙について

・黒松内町教育委員会教育委員長職務代理者の指定について
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開 催 期 日 付 議 案 件 等

２６． ２． ５ （報告）
（平成２６年第１回）・教職員の産前休暇の承認について

・教職員の産後休暇の承認について
・教職員の育児休業の承認について
・教職員の採用発令について
・平成２５年度要保護・準要保護世帯の認定について
・市町村立学校職員の平成２５年１２月期における勤勉手当の成

績区分の内申について
・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第７回）について
・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第９回）について
（協議）
・平成２５年度黒松内町立小中学校の卒業式について

２６． ３． ６ （報告）
（平成２６年第２回）・教職員の産後休暇の承認について

（議案）
・平成２５年度黒松内町一般会計補正予算（第１０回）について
・平成２６年度教育行政執行方針について
・平成２６年度黒松内町一般会計教育関係予算について
・添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター条例の一部を改

正する条例の制定について
・平成２６年度黒松内町立小中学校校長の人事異動について
・平成２５年度黒松内町教育功労者表彰の選考について

２６． ３．２５ （報告）
（平成２６年第３回）・平成２６年度黒松内町立小中学校教職員の人事異動について

・平成２６年度教職員の採用について
・学校職員の育児休業の承認について
（議案）
・黒松内町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
・黒松内町立学校就学指定校の変更許可について
・黒松内町文化財保護委員の委嘱について
・黒松内町教育委員会事務局職員の人事異動について
（協議）
・平成２６年度黒松内町立小中学校の入学式について

２ 規則・要綱等の改正及び制定

平成２５年度中に制定・改正された教育委員会規則の件数は１件となっています。
(1) 教育委員会規則

番 号 題 名 公布年月日 施行年月日

(２５年)
第 １ 号 ・黒松内町立学校管理規則の一部を改正する規則 H25. 4. 1 H25. 4. 1
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３ 教育委員の活動状況

教育委員は、教育委員会の会議に出席するほか、町立小中学校の入学式・卒業式への

参列、教育委員研修会への参加などの活動をしています。

【主な活動状況】

日 付 活 動 内 容 委 員 名

４月 ３日（水） 平成２５年度教職員辞令交付式 井澤委員長・小 林 委 員
鈴 木 委 員・成 田 委 員

４月 ６日（土） 黒松内小学校入学式 井澤委員長

白井川小学校入学式 小 林 委 員

４月 ８日（月） 黒松内中学校入学式 井澤委員長・小 林 委 員
鈴 木 委 員

白井川中学校入学式 三 浦 委 員・小 林 委 員
鈴 木 委 員

５月１６日（木） 後志町村教育委員会協議会総会 井澤委員長

５月３１日（金） 黒松内中学校陸上競技大会 小 林 委 員

６月 １日（土） 黒松内小学校運動会 小 林 委 員

６月１７日（月） 平成２５年黒松内町議会第２回定例会 井澤委員長
～２１日（金）

７月 １日（月） 教育委員会学校訪問 井澤委員長・三 浦 委 員
鈴 木 委 員・小 林 委 員

７月１１日（木） 北海道市町村教育委員研修会 井澤委員長・小 林 委 員
成 田 委 員

７月１７日（水） 黒松内町戦没者追悼式 井澤委員長

８月１０日（土） 黒松内町成人式 井澤委員長・小 林 委 員
鈴 木 委 員

９月 ９日（月） 平成２５年黒松内町議会第３回定例会 井澤委員長
～１３日（金）

１０月２５日（金） 後志町村教育委員会教育委員研修会 井澤委員長・小 林 委 員
成 田 委 員・池 田 委 員

１１月 １日（金） 平成２５年度黒松内町表彰式 井澤委員長・小 林 委 員
池 田 委 員

１１月 １日（金） 校長会・教育委員合同研修会 井澤委員長・小 林 委 員
～ ２日（土） 成 田 委 員・池 田 委 員
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日 付 活 動 内 容 委 員 名

１１月 ３日（日） 平成２５年度文化・スポーツ表彰式 井澤委員長

１１月２８日（木） 平成２４年度決算特別委員会 井澤委員長
～２９日（金）

１２月 ９日（月） 平成２５年黒松内町議会第４回定例会 井澤委員長
～１３日（金）

１２月２０日（金） 黒松内小学校開校１３０周年記念式典 井澤委員長・小 林 委 員
成 田 委 員・池 田 委 員

１月３１日（火） 市町村教育委員会新任委員研修会 池 田 委 員

３月１０日（月） 平成２６年黒松内町議会第１回定例会 井澤委員長
～２０日（木）

３月１４日（金） 黒松内中学校卒業式 井澤委員長・小 林 委 員

白井川中学校卒業式 池 田 委 員

３月１９日（水） 黒松内小学校卒業式 小 林 委 員・池 田 委 員

注１：上記のほか、各小中学校の学芸会や学校祭、授業参観へも出席。
２：教育委員会会議を除く。
３：教育長を除く。
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４ 教育功労者等の表彰

教育委員会では、黒松内町教育功労者表彰規則（平成２年教育委員会規則第３号）を

制定し、本町の教育、文化、スポーツ等に顕著な功績があった個人又は団体を表彰してい

ます。

なお、平成２５年度の教育功労者表彰者は、次のとおりです。

氏 名 等 功 績 内 容

平成３年度から平成２４年度まで、２２年間の永きにわ

小 川 末 子 たり黒松内町文化団体連絡協議会の会長を務め、文化活動

（第２条第３項該当） の普及に尽力されるとともに文化の発展に深い理解と不断

の努力により、本町の文化振興に大きく貢献されました。

６期１２年間にわたり黒松内町体育協会の会長として、

故 菅 原 久 光 また、永きにわたり黒松内町公式野球実行委員会の委員長

（第２条第３項該当） を努めるなど、青少年の健全育成及び地域スポーツの振興

に尽力され、本町のスポーツ振興・発展に大きく貢献され

ました。

【黒松内町教育功労者表彰規則抜粋】

（表彰）

第２条 表彰は、次の各号に該当すると認められる個人又は団体をこの規則に定めるところ

により表彰する。

（１） 町の教育、文化、スポーツ等の振興に貢献した者

（２） 町の教育機関に多額の金品を寄贈した者

（３） 第１号に関係する団体の長として連続１０年以上その職にあった者
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黒 松 内 町 教 育 功 労 者 表 彰 一 覧
NO.1

【平成 ３ 年度被表彰者】 【平成１５年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項 氏 名 職 該当条項

谷 口 英 夫 黒小教諭 第２条第１項 二階堂 則 雄 黒中校長 第２条第１項

【平成 ５ 年度被表彰者】 【平成１６年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項 氏 名 職 該当条項

高 橋 恭 雄 無 職 第２条第２項 横 澤 善 秋 中 小 中 校 長 第２条第１項

荻 野 正 黒中教諭 第２条第１項 西 嶋 俊 朗 白中校長 第２条第１項

石 村 賢 三 黒小教諭 第２条第１項 伊 藤 篤 団体職員 第２条第１項

佐 藤 晴 美 団体職員 第２条第１項
【平成 ６ 年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項 【平成１７年度被表彰者】

奈 良 正 幸 公 務 員 第２条第１項 氏 名 職 該当条項

太 田 茂 黒小校長 第２条第１項
【平成 ９ 年度被表彰者】

横 山 光 中中教諭 第２条第１項
氏 名 職 該当条項

長 谷 通 史 歯 科 診 療 所 長 第２条第１項
中 村 勝 美 熱小校長 第２条第１項

【平成１８年度被表彰者】
【平成１０年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項
氏 名 職 該当条項

故 長谷川幸男 白小教諭 第２条第１項
坂 井 弘 治 黒中校長 第２条第１項

山 本 光 廣 白小校長 第２条第１項
板 坂 吉 浩 中中教諭 第２条第１項

上 平 敏 和 中 小 中 校 長 第２条第１項

【平成１３年度被表彰者】 高 橋 護 一 無 職 第２条第１項

氏 名 職 該当条項
【平成１９年度被表彰者】

国 寄 徳 也 無 職 第２条第２項
氏 名 職 該当条項

山 崎 徹 也 黒中教諭 第２条第１項
桝 井 孝 黒中校長 第２条第１項

黒松内中学校 － 第２条第１項

中ノ川小中学校 － 第２条第１項 【平成２０年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項
【平成１４年度被表彰者】

南後志法人会黒松内地区会 － 第２条第２項
氏 名 職 該当条項

黒松内建設協会 － 第２条第２項
加 藤 美佐子 黒小校長 第２条第１項

古 谷 智佐子 黒小校長 第２条第１項
新 井 融 白小教頭 第２条第１項

日 村 一 白中校長 第２条第１項
斉 藤 裕 無 職 第２条第１項

高 野 秀 樹 黒中教頭 第２条第１項
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黒 松 内 町 教 育 功 労 者 表 彰 一 覧
NO.2

【平成２１年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項

檜 伊佐夫 白小校長 第２条第１項

【平成２２年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項

長谷川 誠 黒中校長 第２条第１項

佐 竹 ひろみ 黒中教諭 第２条第１項

織 川 富 治 無 職 第２条第１項

【平成２３年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項

丸 口 弘 之 黒中教諭 第２条第１項

黒松内町ライオンズクラブ － 第２条第２項

【平成２５年度被表彰者】

氏 名 職 該当条項

小 川 末 子 無 職 第２条第３項

故 菅原 久光 会社役員 第２条第３項
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第２章 平成２５年度事務・事業の点検及び評価

第 ２ 章 の ポ イ ン ト

「平成２５年度教育行政執行方針」に沿った、１１項目２２の事務

・事業について、点検及び評価を行っています。

具体的には、それぞれの取組における事業効果や課題などを客観的

に分析したうえで、今後の取組方法等を整理しており、執行方針に関

する 終的な評価を行ったものです。
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１ 「生きる力」を育む学校教育の推進

点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 未来を拓く「確かな学力」の向上
項目番号 1-(1)-①

（事務事業名） 全国学力・学習状況調査

事 業 費 － 円 担 当 者 総務・企画

○ 各町村教委、学校等において、自らの教育及び教育施策の成果と
課題を把握し、その改善を図るとともに、その取組みを通じて、教

事 目 的 育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
務 ○ 各学校が、各児童・生徒の学力や学習状況を把握し、児童生徒へ
事 の教育指導や学習状況の改善に役立てる。
業
の ○ 実施期日 平成２５年４月２４日（木）
概 ○ 対象人員 小学６年生 黒小 １７人 白小 対象者なし
要 実 績 中学３年生 黒中 ３３人 白中 ３人

○ 実施区分 悉皆調査（きめ細かい調査）

○ 調査結果から、児童・生徒個々の基礎学力・応用力、学習状況、
また、学校における教育及び教育施策の成果と課題を把握すること

成 果 ができた。
○ 各学校において、調査結果等を分析した上で、指導計画の改善と

修正を実施し、児童・生徒の実態に即したきめ細かな指導など、具
体的な学習の手立てや指導方法について実践することができた。

点
○ 調査年度による学力の差が見られることから、児童・生徒の実態

検 課 題 に即した学校改善プランの修正を適宜実施し、実効性のある具体的
な取組を推進していく必要がある。

・ （問 題） ○ 児童・生徒個々の学力の差が大きく、家庭での学習時間の短さな
どが見られることから、家庭と連携した学習習慣、生活リズムの改

評 善が求められる。

価 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 各学校が児童・生徒の実態に即し作成した学校改善プランの見直
向 今 後 の しや修正を実施し、習熟度別指導など、より効果的な学習活動が実
性 取 組 方 向 践できるよう指導・助言に努める。

（改善点等） ○ 家庭や地域と連携しながら学習習慣を含む生活リズムの確立を図
る必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 未来を拓く「確かな学力」の向上

項目番号 1-(1)-②
（事務事業名） 学力向上支援講師派遣事業

事 業 費 ３，８９１千円 担 当 者 総務・企画

○ 学習意欲の向上、基礎・基本の定着、確かな学力の向上を図るた
め、児童・生徒の学力実態が多様な学校に対し、少人数指導等を実

事 目 的 施できるよう学力向上支援講師を配置する。
務
事
業
の ○ 学力向上支援講師の派遣
概 黒松内小学校 １名
要 実 績 黒松内中学校 １名

○ 少人数指導、複数指導により、個に応じたきめ細やかな指導を行
成 果 うことができ、基礎・基本の定着や学習習慣の確立などが図られた。

○ 放課後及び長期休業中における補充的な学習サポートを行うこと
点 ができた。

検 課 題 ○ 支援講師の確実な採用と学校への継続的な派遣に努める必要があ
る。

・ （問 題）

評 必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 □軽微な改善 ■抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 児童・生徒個々の学力のバラツキが大きいことから、それぞれの
向 今 後 の 学習能力に応じたきめ細やかな指導が必要であり、安定的かつ継続
性 取 組 方 向 的な支援講師の派遣（人材確保）に努める必要がある。

（改善点等） ○ 特別支援教育支援員の業務内容が同様であることから、次年度か
ら「学習支援員」等にて一本化するなど、検討を要する。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 未来を拓く「確かな学力」の向上

項目番号 1-(1)-③
（事務事業名） 特別支援教育支援員・補助員派遣事業

事 業 費 ６，７８５千円 担 当 者 総務・企画

○ 学習障がい等により教育上特別な配慮・支援を要する児童・生徒、
また、学校生活において介助（支援）を必要とする児童に対し、支

事 目 的 援員及び補助員を配置して、特別支援教育体制の充実を図る。
務
事
業
の ○ 特別支援教育支援員の派遣
概 黒松内小学校 １名 黒松内中学校 １名
要 実 績 ○ 特別支援教育補助員の派遣

黒松内小学校 １名 白井川小学校 １名

○ 学習障がい等により教育上特別な配慮・支援を要する児童・生徒、
成 果 また、学校生活において介助（支援）を必要とする児童に対し、き

め細やかな個別サポート（指導・支援・介助）を行うことにより、
点 特別支援教育体制の充実が図られた。

検 課 題 ○ 支援員の確実な採用と学校への継続的な派遣が必要である。
○ 学習障がい等により特別な支援・配慮を必要とする児童・生徒が

・ （問 題） 増加傾向にあり、きめ細やかな支援を続けていく必要がある。

評 必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 □軽微な改善 ■抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 各学校における支援員・補助員の配置について、支援等を必要と
向 今 後 の する児童・生徒の状況を的確に把握し、検討する必要がある。
性 取 組 方 向 ○ 学力向上支援講師の業務内容が同様であることから、次年度から

（改善点等） 「学習支援員」等にて一本化するなど、検討を要する。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 未来を拓く「確かな学力」の向上

項目番号 1-(1)-④
（事務事業名） 国際交流協力員活動事業

事 業 費 ５，０１１千円 担 当 者 社会教育・総務企画

○ 外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極
的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語

事 目 的 の発音や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション
務 能力の素地を養う。
事 ○ 国際交流協力員との交流を通し、国際理解教育や外国の生活文化
業 への理解を深める。
の
概 ○ 英語教室の開催（延べ 1,020 人）
要 ○ 各学校における外国語授業でのＴＴ指導等

実 績 ○ 保育園への外国語指導

○ 外国語活動の充実のため、各学校の外国語の授業に派遣すること
により、生の英語に触れる機会を通じて、コミュニケーション能力

成 果 の育成を図ることができた。
○ 国際文化を理解・尊重し、国際的な知識や感覚を養い、国際性豊

点 かな人材育成の一役を担うことができた。

検 課 題 ○ 新学習指導要領に基づく授業の充実を図るため、担当教諭との連
携を密にする必要がある。

・ （問 題）

評 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ より充実した外国語の授業が展開されるよう、各学校担当教諭と
向 取 組 方 向 の連携を密にする必要がある。
性 （改善点等）

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 未来を拓く「確かな学力」の向上

項目番号 1-(1)-⑤
（事務事業名） 総合的な学習推進事業

事 業 費 ４００千円 担 当 者 総務・企画

○ 横断的・総合的な学習や探究的な学習をとおして、自ら課題を見

つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決

事 目 的 する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に

務 つけ、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む

事 態度を育てる。

業

の ○ 黒松内小学校：ブナ里学習

概 ○ 白井川小学校：白井川発・黒松内再発見

要 実 績 ○ 黒松内中学校：ブナの里のセミナー

○ 白井川中学校：福祉、食文化、職業について探究し、

自分の生き方について考えよう

○ 各学校がそれぞれの特色を活かした、「実践・活動テーマ」に基

成 果 づき、子どもたちが自ら学び、自ら考える力や問題を解決する資質

や能力など、「思考力」「判断力」「表現力」などの向上が図られた。

点

課 題 ○ 新学習指導要領により、総合的な学習の時間が削減されたことか

検 ら、各教科学習との関連性を図りながら展開する必要がある。

（問 題）

・

必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評

有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価 評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

今 事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

後

の 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止

方

向 今 後 の ○ 各教科との関連性を図るとともに、より体験的・探求的な学習に

性 取 組 方 向 配慮しつつ、環境教育や福祉・キャリア教育に対して、一層の充実

（改善点等） を図る必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 豊かな心と態度、健やかな体の育成
項目番号 1-(2)-①

（事務事業名） 食育振興事業

事 業 費 ２，５００千円 担 当 者 学校教育

○ 家庭における食習慣の乱れが子どもたちの成長阻害要因の一つと
して指摘されおり、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に

事 目 的 付ける。
務 ○ 地場産製品・野菜などを学校給食に取り入れ、地産地消を推進す
事 るとともに学校給食の充実を図る。
業
の ○ 学校給食の食材として、トワ・ヴェール製品、トワ・ヴェールⅡ
概 のパン、地場産野菜を提供（地産地消）
要 実 績 ○ バイキング給食、黒松内の日の実施

○ 学校栄養教諭による「食」に関する指導・実践
○ アンケート調査実施（児童・生徒２回、保護者１回）

○ アンケート調査の結果、家庭における食習慣の問題・課題が明ら
かになり、今後の指導等の資料となった。

効 果 ○ 安全で安心な地場産野菜、トワ・ヴェール製品、トワ・ヴェール
点 Ⅱのパンを学校給食に提供することにより、地産地消の推進が図ら

れた。
検

課 題 ○ 児童・生徒等に対し、食材等に関しての情報提供が不足している。
・ ○ アンケート調査結果を基に、家庭と連携しながら食習慣の問題点

（問 題） を解決・改善する必要がある。
評

必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
価

有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 地場産野菜を学校給食に提供する際、「献立表」への記載、「給食
向 今 後 の だより」を発行するなど児童・生徒への情報提供するとともに、ホ
性 取 組 方 向 ームページ等を活用し情報の発信に努める。

（改善点等） ○ 食習慣の改善を図るため、家庭・学校・地域・行政などが相互に
補完・協力しながら、社会全体で「食育」に取り組む必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 特色ある学校づくりの推進

項目番号 1-(3)-①
（事務事業名） 小規模学校教育力調査研究事業

事 業 費 ２，０５８千円 担 当 者 総務・企画

○ 地域と一体となった教育活動、学校が中心となった地域活動等、
小規模校の持つ教育力と地域・自然体験活動の中から「生きる力」

事 目 的 を育もうとする自然学校とが連携し、相互教育力の相乗り効果によ
務 る子どもたちへの影響・効果・変化などを検証する。
事
業
の ○ 黒松内校区から小規模校(白小・白中)へ通学する児童・生徒の送
概 迎（７人、年間２１９日）
要 実 績 ○ 自然体験活動への参加

年間６６日（イエティくらぶ、長期自然体験村への参加等）

○ 個々に合った学習・生活指導等が可能であり課題に対し積極的に
成 果 取り組み、また、目標や役割が明確となり、子どもたちが責任感を

もった行動をするなど、意欲的に取り組むことができた。
○ 多様なニーズに応じた学校選択の道を確保することができた。

検
課 題 ○ 車内、学校内、自然体験活動での様子等を保護者を含めた関係機

・ 関職員の間で情報を共有が必要と考える。
（問 題） ○ 小規模学校の魅力についての情報を積極的に提供する必要がある。

評
必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ 児童・生徒の情報を共有するため、関係機関の更なる連携を図る
向 取 組 方 向 とともに、情報の発信を積極的に行う必要がある。
性 （改善点等） ○ 児童・生徒の送迎中における交通事故等の危機管理意識の向上を

図る必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 特色ある学校づくりの推進
項目番号 1-(3)-②

（事務事業名） 山村留学事業

事 業 費 ７５０千円 担 当 者 総務・企画

○ 北限のブナ林をはじめとする豊富な自然の中で、様々な体感・体
験を積み上げ、心身共にたくましい人間になることを希望する児童

事 目 的 ・生徒を受け入れ、その成長・発達を支援するとともに、より多く
務 の児童・生徒による集団生活をとおして、特色ある学校教育活動の
事 充実を図る。
業
の ○ 山村留学生受入支援
概 受 入 １名（小学５年生 １名）
要 実 績 里 親 黒松内ぶなの森自然学校

○ 小規模校の児童との自然体験や学習、教職員やスタッフとの関わ
りから、山村留学生に自立心と協調性が芽生え、また、在校生にと

成 果 っても山村留学児童それぞれが生活体験等をとおした交流をするこ
とで、多様な育成環境が融合し合い、互いに視野が広がるなどの効

点 果をもたらし、学校・地域の活性化が図られた。
○ 小規模校における児童の確保が図られた。

検
課 題 ○ 山村留学に関する問い合わせ件数が減少傾向にあることから、関

・ 係機関が連携を図りながら情報を発信していく必要がある。
（問 題） ○ 山村留学生の受け入れ家庭の育成など、受入体制に課題がある。

評
必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ パンフレット・ホームページ等を活用した情報発信の充実、また、
向 取 組 方 向 山村留学受入機関、学校、教育委員会等の更なる連携を図る必要
性 （改善点等） がある。

○ 関係機関と連携し、受入機関の育成が必要である。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 特色ある学校づくりの推進
項目番号 1-(3)-③

（事務事業名） 世界文化遺産・西予市交流体験学習事業

事 業 費 ３，３６０千円 担 当 者 総務・企画

○ 世界文化遺産の見学等では、平和の尊さを学ぶとともに、北海道
では体験できない歴史や生活文化に触れる。

事 目 的 ○ 愛媛県西予市では、黒松内とは気候風土や生活文化が異なる地域
務 で生徒同士の交流を行うことにより、郷土への愛着、自らを律しつ
事 つ、他人と協調する心などを育む。
業
の ○ 黒松内中学校・白井川中学校合同修学旅行の実施
概 期 日 ５月１４日（火）～１７日（金）（３泊４日）
要 実 績 人 員 生徒４１名（黒中３８名、白中３名）、引率９名

場 所 広島県広島市、愛媛県西予市 他

○ 事前学習で平和について考え、現地での被爆体験者からの講話や
原爆ドームなどの施設見学を通し、平和・生命の尊さを再認識する

成 果 とともに、我が国の歴史や文化に直接触れることができた。
○ 自主研修及び西予市立中学校（明浜中学校）との交流を通し、生

点 徒の視野が広がり、責任感と協調性のバランスのとれた豊かな人間
関係を養うことができた。

検
課 題 ○ 移動・交流・体験・散策時間の配分などに課題が残った。

・ ○ 教職員の異動により、事業開始当初の目的などが分からないまま
（問 題） 随行している教職員がいる。

評
必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ 移動・交流・散策・体験時間などに配慮した旅行行程を検討する
向 取 組 方 向 必要がある。
性 （改善点等） ○ 教職員に事業の目的などを理解してもらうため、十分な打合せ等

を行う必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 教職員の資質・能力の向上
項目番号 1-(4)-①

（事務事業名） 教職員の資質能力の向上事業

事 業 費 １，０１１千円 担 当 者 総務・企画

○ 学習指導要領の改訂、教育の情報化、生活様式の変化がもたらす
問題など、様々な教育課題が山積している現状において、研究・研

事 目 的 修事業への参加により、それらの解決や教職員の指導力の向上を図
務 る。
事 ○ 各学校の教育目標達成に向け精力的・積極的に研修活動を推進し、
業 学校教育に寄与するための能力開発と自己の資質向上を図る。
の
概 ○ 研修センター等の各種研修会・研究会への積極的な参加
要 ○ 学校の研究及び教育活動上の課題解決に資する機会として、教育

実 績 局指導主事を招いての研究授業等の開催
○ 教職員スキルアップ研修会の開催（６月５日）

「学習や日常生活に困難性が見られる子どもへの
ライフステージを通した支援」

○ 各種研修会・研究会などに積極的に参加することにより、その成
成 果 果や課題の環流を相互に図りながら、個々の資質の向上と学校の研

究・研修の充実が図られた。
点

課 題 ○ 教職員の授業力や生徒指導力の資質・能力の更なる向上を図る。
検 ○ 服務規律に係る教職員の意識改革を図るとともに、指導の徹底を

（問 題） 図る必要がある。
・

必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評

有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
価 評 価

効率性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 児童・生徒に質の高い教育を保障するため、各種研修・研究会へ
向 今 後 の の積極的な参加を促し、教職員の授業力や生徒指導力の資質・能力
性 取 組 方 向 の更なる向上を図る必要がある。

（改善点等） ○ 勤務時間・休暇・職務専念義務免除等の服務規律に係る教職員へ
の指導の徹底を図る必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 安全・安心で豊かな学びが広がる学校づくり

項目番号 1-(5)-①
（事務事業名） 学校施設整備事業

事 業 費 １８，２０５千円 担 当 者 総務・企画

○ 建築年数の経過とともに腐食及び劣化した学校施設等の修繕を計
画的に行い、学校施設・教育環境の向上を図る。

事 目 的 ○ 教員住宅の居住環境の向上を図る。
務
事
業
の ○ 各小中学校施設修繕
概 白小（暖房機器修繕、物置塗装、小破修繕 など）

要 実 績 黒中（エレベータ部品取替、小破修繕 など）

白中（屋体屋根修繕、黒板塗替、小破修繕 など）

○ 教員住宅（改修３棟３戸、舗装６棟６戸）

○ 学校施設等の修繕などを行うことにより、学校施設・学習環境の
成 果 向上が図られた。

○ 教職員の居住環境の向上が図られた。

点 課 題 ○ 今後、学校施設、教職員住宅等の老朽化に伴い、計画的な修繕・
整備計画等が必要がある。

検 （問 題）

・ 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

評 有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評 価

価 効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 老朽化に伴う学校施設の計画的な修繕、また、黒松内中学校の適
向 今 後 の 切な施設維持のため、メンテナンス等を計画的に実施する必要があ
性 取 組 方 向 る。

（改善点等） ○ 教職員住宅の老朽化に伴い、計画的な修繕・整備計画等（用途変
更手続き含む。）が必要である。

○ 白井川中学校屋内体育館の耐震改修については、平成２５年度の
そ の 他 繰越事業として平成２６年度実施する。
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 安全・安心で豊かな学びが広がる学校づくり

黒松内小学校エコ改修事業 項目番号 1-(5)-②
（事務事業名） （平成２４年度繰越事業）

事 業 費 ９９，７５０千円 担 当 者 総務・企画

○ 老朽した施設の大規模改修と耐震補強を行い、学校施設・教育環

境の向上を図る。

事 目 的

務

事

業

の ○ 黒松内小学校エコ改修（グラウンド改修）実施

概 施設撤去（バックネット、フェンス、屋外トイレ 他）

要 実 績 施設整備（バックネット、フェンス、時計、掲揚塔 他）

グラウンド整備（敷地造成 8,800 ㎡、雨水排水施設整備 他）

駐車場工（透水性舗装 1,400 ㎡ 他）

○ 施設の安全確保と新しい教育課題やニーズに対応できる学習施設

効 果 ・環境が整備された。

点

課 題 ○ 改修に伴い、環境性能が十分に発揮されるよう適切な施設運用や

検 効果的な設備コントロールに努める必要がある。

（問 題）

・

必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

評

有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 評 価

効率性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

今 事 業 規 模 □拡 充 □維 持 □縮 小 ■休廃止

後

の 手法の改善 □維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 ■休廃止

方

向 今 後 の ○ 改修された学校施設及び環境性能が十分発揮されるよう適切な施

性 取 組 方 向 設運用や効果的な設備コントロールに努める。

（改善点等） ○ 改修事業完了

○ 融雪後、一部手直し（不陸整正、芝吹き付け、ベース等調整 他）

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 安全・安心で豊かな学びが広がる学校づくり

項目番号 1-(5)-③
（事務事業名） 学校給食センター施設等整備事業

事 業 費 ３８９千円 担 当 者 学校教育

○ 建築年数の経過とともに腐食及び劣化した給食センター施設の修
繕及び設備を改修・更新等を行うことにより、安全・安心な学校給

事 目 的 食の提供に努める。
務
事
業
の ○ 施設小破修繕（玄関ドア、丁番取替 など）
概 ○ 備品等修繕（食器洗浄機、生ゴミ処理機、スチーム調理器 など）
要 実 績 ○ 備品購入（保温食缶、プリンター など）

○ 施設小破修繕、備品等修繕、備品を購入したことにより、施設及
効 果 び衛生面等での適切な管理が行われ、安全・安心な学校給食を児童

生徒へ提供することができた。
点

課 題 ○ 学校給食センターは、建築から約３０年が経過していることから、
検 全体的に老朽化が進んでおり、改築等を検討する必要がある。

（問 題） ○ 改築までの間、食品衛生管理指導の実施における指摘事項の改善
・ に努める必要がある。

評 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

今 事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
後
の 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
方
向 今 後 の ○ 老朽化している施設の改修や調理機器等の更新を計画的に実施す
性 取 組 方 向 るとともに、建替え等を視野に入れた年次スケジュールの具体的検

（改善点等） 討が必要である。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 信頼される学校づくり

項目番号 1-(6)-①
（事務事業名） 学校関係者評価事業等

事 業 費 ５０千円 担 当 者 総務・企画

○ 各学校の自己評価及び学校関係者による評価を実施し、公表する
ことにより適切な説明責任を果たし、保護者・地域との連携協力に

事 目 的 よる学校運営の改善と充実を図る。
務
事
業
の ○ 児童・生徒及び保護者へのアンケート調査等による自己評価
概 ○ 学校関係者評価委員により外部評価
要 実 績 黒松内校区６名、白井川校区４名

○ 各学校の自己評価及び学校関係者評価を実施し、公表したことに
成 果 より説明責任を果たし、より信頼される学校づくりを進めることが

できた。
点

課 題 ○ 保護者アンケート調査の回収率の向上を図る必要がある。
検 ○ 学校関係者評価委員会の適切な運営を行う必要がある。

（問 題）
・

必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評

有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
価 評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

今 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
後
の ○ 学校関係者評価委員会の適切な運営を促すとともに、学校だより
方 今 後 の の校下全戸配布や学社融合事業、学校支援地域本部事業の実施など、
向 取 組 方 向 開かれた学校づくりと充実した教育活動への支援を継続して行う必
性 （改善点等） 要がある。

○ 保護者アンケート調査の回収率の向上のため、保護者に理解を求
める必要がある。

そ の 他
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２ 豊かで活力ある地域づくりを目指す生涯学習と社会教育の推進

点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 活力ある地域づくりの推進
地域コミュニティー振興事業 項目番号 2-(1)-①

（事務事業名） （地域づくり、人づくりの推進等）

事 業 費 ４，６４９千円 担 当 社会教育

○ 生涯学習を通じた心豊かなコミュニティーの振興を図るため、地
域ごとの課題の解決に関わり、住民が主体的に考え、協働して解決

目 的 していくための「仕組みづくり」を進め、地域の教育力を高めると
事 ともに、共に学びあえる地域づくりを推進する。
務
事
業 ○ 黒松内町生涯学習センター本部事業
の 生涯学習：黒松内音頭振興、女性学習会 など

概 成人教育：地域づくり研修会、人材育成講座 など

要 実 績 ○ 黒松内町地域づくり振興協議会事業
（ 人づくり研修、地域づくり振興会６地区）

○ 地域づくり支援員の配置（白井川、大成・豊幌、中ノ川地区）

○ 地域づくり支援員活動業務委託事業

○ 地域づくり振興会の設置及び地域づくり支援員を配置したことに
より、各地域が課題解決のために、地域住民自ら地域の活性化を目

成 果 指す独自活動が展開され、地域住民の親睦を深め、心豊かで潤いと
活力ある地域づくりが推進された。

点 ○ 住民主体による地域づくりに関する意識の共有化が進み、地域が
一体となった活動が展開された。

検
課 題 ○ 各団体・地域のリーダーの育成が必要である。

・ ○ 学習ニーズを探り、現状を分析しながら、地域課題解決型の新た
（問 題） な学習プログラムづくりが必要である。

評
必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 ■拡 充 □維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ 各地区におけるリーダーの育成が急務である。
向 取 組 方 向 ○ 地域おこし協力隊制度を活用するなど、より一層の支援を行う。
性 （改善点等） ○ 各地域が単独で事業を行うだけでなく、各地域が連携を図りなが

ら学習できる機会の提供が必要である。

○ 白井川地区においては、地域づくり振興会の事務局を学校職員が
そ の 他 担っていることもあり、他地区と比べると地域住民の地域づくり（ま

ちづくり）に対する意識が低い傾向にある。
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 家庭や地域の教育力向上と支援
家庭教育への支援事業 項目番号 2-(2)-①

（事務事業名） （親子体験事業・子育てサークルへの支援）

事 業 費 １８３千円 担 当 社会教育

○ 家庭教育は、すべての教育の出発点であり、基本的な生活習慣の
定着や豊かな心の育成は、家庭の教育力によるところが大きいこと

事 目 的 から、家庭教育に関する学習会や子育てに関する情報提供を図る。
務
事
業
の ○ 家庭教育セミナー ４回実施
概 （子育て講座（３回）、就学前児童保護者教室）

要 実 績 ○ 親子体験事業 ５回実施
（田植え、稲刈り、ホタルを見に行こう、里山探検、もちつき）

○ 子育てサークル「ぶなっ子クラブ」活動支援

○ 関係機関と連携を図りながら様々な学習機会や情報の提供を行う
とともに、子育て支援サークルを中心としたネットワークづくりを

成 果 進めたことにより、子育ての不安や悩みの解消され、また、家庭の
教育力の向上が図られた。

○ 親子での体験活動を取り入れ実施した結果ことにより、まだ少人
点 数ではあるが、初めて参加する人や父親の参加を得ることができた。

検 課 題 ○ 家庭教育そのものの重要性の認識が低下している現状にある。
○ 少子化や核家族化、ライフスタイルの変化、地縁的つながりの希

・ （問 題） 薄化など家庭環境の変容により、子育て家庭が社会的に孤立してい
る状況が見られる。

評
必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 ○ 家庭教育の重要性を認識、参加者の固定化などの解消を図るため、
向 今 後 の 一方的な講話ばかりではなく、体験活動等を取り入れながら参加者
性 取 組 方 向 が参画できるような事業内容を検討する必要がある。

（改善点等） ○ 地域ぐるみで子育てをする親を支援するなど、地域における子育
て支援体制の充実を図る必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 家庭や地域の教育力向上と支援
地域教育力の活性化事業 項目番号 2-(2)-②

（事務事業名） （異年齢、異世代間交流等）

事 業 費 １２７千円 担 当 社会教育

○ 少子化や核家族化が広がり、人間関係や地域連帯感の希薄さから
家庭や地域における教育力の低下が問題となっていることから、学

事 目 的 校・家庭・地域の連携を深め、地域で子どもたちを育てる環境づく
務 りの推進を図る。
事
業
の ○ スポーツフェスティバル運営委員会事業
概 （わくわく楽しい運動会）

要 実 績 ○ 黒松内町元気キッズクラブ運営委員会事業
（わんぱく探検団：もちつき事業等）

○ 生涯学習センター本部事業
（地域教育講演会：子どもとメディアの関係）

○ それぞれの関係機関が抱えている課題を共有することができ、家
庭や地域における教育力低下の課題を解決するための方策を探るな

成 果 ど、地域で子どもを育てる、支援する体制が確立されつつある。
○ スポーツ活動、文化活動、学校支援活動など多くの町民が参画す

点 る機会を提供することができた。

検 課 題 ○ 参加者が固定化してきており、交流の内容に工夫を加えるなどの
対策を講ずる必要がある。

・ （問 題）

評 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ 学校・家庭・地域の連携を一層深め、地域全体で子どもを育てる
向 取 組 方 向 環境づくりが必要である。
性 （改善点等） ○ 大人と子どもの結びつきを強める事業展開、また、多くの町民が

参加しやすいプログラムづくりなど、対策を講ずる必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 家庭や地域の教育力向上と支援

青少年教育の充実事業 項目番号 2-(2)-③
（事務事業名） （元気キッズ、放課後子ども教室、通学合宿、ぶなの木学舎等）

事 業 費 ３，６１１千円 担 当 社会教育

○ 子どもたちの「生きる力」を育むために、学校・家庭・地域など
が一体となって、地域の教育資源を積極的に活用した豊かな体験活

事 目 的 動の充実を図る。
務
事
業
の ○ 黒松内町元気キッズクラブ運営委員会事業
概 （学舎融合事業、わんぱく探検団事業、夏・冬休み元気スクール事業）

要 実 績 ○ 放課後子ども教室（黒松内地区、白井川地区）

○ 学校支援地域本部事業（スキー教室、絵画教室、もちつきなど）

○ 通学合宿事業（２泊３日×１回 ２１名）

○ 地域の学習施設や体育施設、自然資源を積極的に活用した自然・
生活・社会体験活動などの機会を提供したことにより、子どもたち

成 果 の「生きる力」が育まれた。
○ 学校・家庭・地域などの連携により、地域社会が一体となった子

点 どもの健全育成が行われた。

検 課 題 ○ 豊かな体験学習を促進するための指導者・スタッフが重要な役割
を担うことから、指導者等の確保と養成が必要である。

・ （問 題） ○ 「スマホ」などの普及によるメディア対策が急務である。

評 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

価 有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止
今
後 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
の
方 今 後 の ○ 学校・家庭・地域等が連携しながら豊かな体験活動等を促進する
向 取 組 方 向 ための指導者・スタッフの確保と養成が必要である。
性 （改善点等） ○ 子どもとメディアとのより良い環境づくりを家庭・学校・地域等

が連携しながら推進する必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書
点検・評価項目 読書活動の推進

項目番号 2-(3)-①
（事務事業名） ふれあいの森情報館活動事業

事 業 費 １３，５５０千円 担 当 社会教育

○ ふれあいの森情報館は、基本的な図書館機能に留まらず、地域文化の向
上を図る事業展開を行うとともに、地域住民の交流の場としての役割を併
せ持つ持つ施設であることから、一般図書資料はもとより、広範多岐にわ

目 的 たる学習ニーズに対応しながら町民の生活課題に関する学習や地域活動の
事 支援を行う。
務 ○ 子どもの読書環境を豊かにするために、情報館が中心となり、学校・家
事 庭との連携を図る。
業
の ○ 読書活動の推進事業（情報館友の会との協働による運営）
概 情報誌の発行、読書まつり、読書ひろば、読書普及講演会、親子読書活動の実施

要 リクエストの受付、図書資料の購入、学校図書共同購入、広瀬子ども文庫基金の活用

実 績 夜間開放、レファレンス対応、HP の更新、学校等への出前読み聞かせ など

入館者数 11,906 人、貸出冊数 21,523 冊、視聴覚資料貸出 1,692 本

インターネット利用件数 1,057 件、登録者数 2,727 名、蔵書数 29,538 冊

○ 情報館友の会の活動支援（研修会への参加）
○ 地域ステーション（白井川地区）の設置（利用人数 50 人、貸出冊数 109 冊）

○ 情報館友の会との協働により施設運営・事業展開をしていることから、
きめ細かな住民サービスや親子・児童向けの読書活動に工夫を凝らしなが

効 果 ら、生活の中に読書を取り入れることができた。
○ 地域ステーションを設置したことにより、市街地以外の町民へも読書環

境を整えることができた。
点

○ 子どもたちの読書環境を豊かにするために、学校・保育所との連携を図
検 課 題 りながら、団体貸出しや出前読み聞かせ等を積極的に実施しているが、関

係機関（保健福祉課・福祉施設等）とのより緊密な連携が必要である。
・ （問 題） ○ 利用者が固定化しつつあることから、登録者・利用率、事業内容などに

ついて検証し、充実した学習活動支援のため、図書及び情報資料の整理に
評 努める必要がある。

価 必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

今 手法の改善 ■維 持 □軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
後
の ○ 人々の価値観が多様化する中、これまで以上に住民ニーズに応えるため、
方 今 後 の 新たな視点で情報館の管理運営に努める必要がある。
向 取 組 方 向 ○ 行政関係・福祉関係機関等との連携を強化しながら幼児期の家庭教育支
性 （改善点等） 援の一躍を担う情報の発信、町民の生活課題・地域課題、町の政策に対応

できる図書資料を配備する必要がある。

そ の 他 ○ 平成２６年度、オープンから１０年目を迎える。
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 地域文化の保存・活用
文化・芸術活動の推進事業 項目番号 2-(4)-①

（事務事業名） （文化芸術活動への参加機会の拡充）

事 業 費 １，３８７千円 担 当 社会教育

○ 生涯を通じて、心のゆとりや潤いにつながる文化に親しむことが
できる環境づくりを進めるため、地域に根ざした自主・自発的な文

事 目 的 化活動を促進する発表の場や機会の提供、芸術鑑賞等の文化に触れ
務 る機会の充実を図る。
事
業
の ○ 黒松内町文化団体連絡協議会事業
概 （総合文化祭事、文化講座）

要 実 績 ○ 黒松内町元気キッズクラブ運営委員会事業
（児童小劇場、音楽鑑賞会）

○ 文化団体連絡協議会の各加盟団体は、各団体において活動の発表
の場を積極的につくり、会員相互の親睦及び町外の人たちとも交流

成 果 するなど、自らを高めることともに、広く町民への参加を促すなど
の活動を展開しており、心のゆとりや潤いにつながる文化に親しむ

点 ことの環境が整備された。

検 課 題 ○ 文化団体連絡協議会においては、新たな団体が生まれる傍ら、会
員及び指導者の高齢化、後継者不足などから会を存続できず、解散

・ （問 題） または活動を停止するといった現象も起きており、指導者の養成、
リーダーの発掘、新しい文化の創造を図ることが必要である。

評
必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

価
有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

評 価
効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

今 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
後
の ○ 文化団体会員及び指導者の高齢化、後継者不足などの問題もあり、
方 今 後 の 指導者の養成、リーダーの発掘を図るとともに、地域に根ざした自
向 取 組 方 向 主・自発的な新しい文化の創造を図ることが必要である。
性 （改善点等） ○ 文化団体連絡協議会などが開催する文化事業や文化活動を支援す

るとともに、近隣町村との芸術鑑賞情報の提供や文化団体・施設な
どのネットワークづくりなど、広域的な文化事業の取り組みを進め
ていく必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書

点検・評価項目 地域文化の保存・活用
文化財の保存、活用事業 項目番号 2-(4)-②

（事務事業名） （町指定保存木、郷土資料・生活民具等）

事 業 費 １６６千円 担 当 社会教育

○ 国の天然記念物である「ブナ自生北限歌才ブナ林」は勿論のこと、
本町の貴重な文化財でもある「町指定保存木」を保存・活用してき

事 目 的 たが、今後は、郷土資料や生活民具についても調査・整理するなど、
務 活動幅を広げていくことで、本町の多様な自然・歴史・文化等に関
事 する町民の理解を深める。
業
の ○ 郷土資料・生活民具等収集
概 ○ 郷土資料の整理
要 実 績 ○ 町文化祭郷土資料展示（総合文化祭）

○ 町文化祭に郷土資料の展示を行ったことにより、郷土資料に対す
成 果 る住民の意識が高まり、また、地域文化への認識が深まり、誇りと

愛着を育むことができた。
点

○ 郷土の近代生活史や文化、失われつつある生活民具など貴重な資
検 課 題 料に目を向け、再評価や伝承に繋がる学習機会を提供するなど、地

域文化の保存・活用に努める必要がある。
・ （問 題） ○ 定期的に樹木の現況を把握し、適切な対策を講ずるなど、保存木

の管理に努める必要がある。
評

必要性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
価

有効性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

今 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
後
の ○ 郷土に根ざした生活文化（民具、記憶等）などを後世に確実に伝
方 今 後 の えていくため、個人の記憶の聞き取り、また、町内に埋もれている
向 取 組 方 向 生活民具を発掘するなど、郷土の歴史や文化的遺産に触れる機会の
性 （改善点等） 拡充に努める必要がある。

○ 町指定保存木を管理するにあたり、樹木の現況を把握し適切な対
策を講ずる必要がある。

そ の 他
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点 検 ・ 評 価 調 書
点検・評価項目 生涯スポーツの振興と健康づくり

生涯スポーツの推進事業 項目番号 2-(5)-①
（事務事業名） （生涯スポーツ、森林療法等）

事 業 費 ８，７４４千円 担 当 社会教育

○ 健康とスポーツの町の趣旨にのっとり、町民の誰もが体力や年齢な
どに応じてスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上を図るとともに、青

目 的 少年の健全育成、地域コミュニティーの振興を推進するため、町民が継続
事 して様々なスポーツに親しみ、楽しむことができる生涯スポーツの推進を

図る。
務

○ スポーツフェスティバル運営委員会事業
事 町民ミニバレーボール大会、雪中レクリェーション、各種スポーツ教室

みんなでクロスカントリーを楽しもう、子どもスポーツフェスタ 21 など

業 ○ 体育協会事業、スポーツ少年団への補助
加盟団体への活動補助、町内一周駅伝大会、近隣町村柔道大会、町民大会等

の 全国・全道大会参加経費補助、近隣町村野球大会 など

実 績 ○ 各種スポーツイベント
概 全道シニア＆レディースパークゴルフ大会、日本ハムキッズサマーキャンプ

イースタンリーグ公式戦

要 ○ スポーツコーディネーターの配置
（町民の健康相談窓口の充実、健康教室や運動指導）

○ 森林療法の取り組み
（ハーブガーデン、ハーブとアロマの活用講座の開催 など）

○ スポーツ事業の実施にあたっては、スポーツ推進委員・体育協会・スポ
ーツ少年団・各実行委員会等と連携図り、広く町民の意見を取り入れ、参

成 果 加しやすい環境づくりを図りながら事業を実施したことにより、多様なス
ポーツ活動等を通じて、青少年の健全育成、町民の健康保持や体力増進な
どに加えて、地域のコミュニティの醸成を図ることができた。

点
○ 町民が気軽にスポーツに親しむことができるよう関係団体等と連携を図

検 りながら各種事業を展開しているが、参加者が固定化してきており、各年
課 題 代層のニーズにあったスポーツ活動を取り入れる必要がある。

・ ○ 各スポーツ施設が経年による老朽化が進んでいることから、計画的な計
（問 題） 画的な修繕等が必要である。

評 ○ 老朽化に加え、耐震不足が判明している町民体育館における改修・改築
等の検討が必要である。

価
必要性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

有効性 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い
評 価

効率性 □高 い ■やや高い □やや低い □低 い

達成度 ■高 い □やや高い □やや低い □低 い

事 業 規 模 □拡 充 ■維 持 □縮 小 □休廃止

今 手法の改善 □維 持 ■軽微な改善 □抜本的改善 □休廃止
後
の ○ スポーツ指導者を養成するとともに指導力の向上を図り、スポーツ教室
方 今 後 の などを通じて底辺の拡大に努める必要がある。
向 取 組 方 向 ○ 活動が停滞している団体も見受けられるので、活動実態を把握し、育成
性 （改善点等） ・支援に努めるとともに、「総合型地域スポーツクラブ」設立のための支援

をする必要がある。
○ 町民体育館の改築等について、「検討委員会」を設置し、検討する。

そ の 他



- 42 -

３ 全体評価

黒松内町教育委員会では、各教育関係機関・団体と連携を図り、協働で進める開

かれた教育行政を推進することが、子どもたちに「生きる力」を、地域に「自立」

と「共生」の力を育む上で も大切なことと考え、また、「みんなで支える学校、み

んなで育てる子ども」を合い言葉に、「教育は人づくり」であるとの認識の下、豊か

な教育環境と町民のニーズに応える生涯学習の充実を図るため、各種事業等を実施

してきました。

平成２５年度教育行政執行方針に掲げた教育委員会が主管する主な事務・事業に

ついて、教育に関する事務の点検及び評価に関する実施方針（平成２１年４月２３

日教育委員会決定）に基づき、点検及び評価を実施しましたのでその全体評価につ

いて報告します。

(1) 「生きる力」を育む学校教育の推進

社会情勢が急激に変化する中、未来を担う子どもたちが夢と希望を持ち、主体

的に未来を切り開くことができる能力として、「確かな学力」、「豊かな心」、「健や

かな体」の調和のとれた『生きる力』を育むため、各種事業等を実施してきまし

た。

① 未来を拓く「確かな学力」の向上

基礎的な知識及び技能の習得、これらを活用して課題を解決するために必要

な思考力、判断力、表現力、主体的に学習に取り組む態度などの「確かな学力」

の定着と向上を図るため、学習指導の充実、教育環境・支援体制の充実に努め

てきました。

全国学力・学習状況調査結果では、調査年度による学力の差が見られること

から、学年ごとに均一した基礎学力の定着を図る必要があります。

「確かな学力」の定着と向上を図るため、調査結果などを分析、児童・生徒

個々の能力を把握、各学校における課題や問題点を明らかした上で、学校改善

プランの見直しや修正による授業改善、家庭や地域と連携した学習習慣を含む

生活リズムの改善に向けた取り組みが必要です。

② 豊かな心と態度、健やかな体の育成

偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子ども

たちの健康を取り巻く問題が深刻化していることから、子どもたちに「食」に

関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、栄養教諭

等を活用しながら指導に努めてきました。

児童生徒、保護者に対する「食」に関するアンケート調査の結果、家庭など

における食習慣の問題や課題が明らかになったことから、今後も、栄養教諭等

との連携や年間指導計画により適切な指導を行うとともに、家庭と連携した食

習慣の改善に努める必要があります。
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また、食育の生きた教材となる学校給食の提供、さらに、食を通じて地域等

を理解することや食文化の継承を図ることが必要です。

③ 特色ある学校づくりの推進

児童・生徒一人ひとりとの触れ合いと個性を大切にしながら進められる小規

模校の教育力、また、北限のブナ林をはじめとする豊かな自然環境の中での山

村留学などは、心身の健やかな成長と確かな学力、豊かな心を育む学校環境と

して評価されており、地域の特性（小規模校、自然など）を生かした特色ある

教育活動を積極的に進めてきました。

今後も、多様な学習ニーズに応じた学校選択の道を堅持するとともに、受入

体制などの充実を図る必要があります。

また、学社融合による修学旅行「世界文化遺産・交流体験学習」については、

西予市立中学校との交流を充実させるため、事前交流などを検討するとともに、

学校職員に対し、本事業の目的・趣旨など十分な説明を行う必要があります。

④ 教職員の資質・能力の向上

教職員の授業力や生徒指導力などの資質・能力の向上を図り、子どもたちに

質の高い教育を保障するため、各種研修会・研究会等への参加を促し、職務に

対する自覚や意欲、学校運営への参画意識を高めてきました。

教職員の更なる実践的指導力等の向上、併せて、地域の教育資源や人材の有

効活用を図り、その成果が児童・生徒に還元され、学校運営との連携へと導く

必要があります。

また、勤務時間・休暇・職務専念義務免除等の服務規律に係る教職員の意識

改革及び指導の徹底を図る必要があります。

⑤ 安全・安心で豊かな学びが広がる学校づくり

児童・生徒が安全・安心な環境で学ぶことができるよう、各学校施設（設備）

の緊急を要する箇所の修繕を行うとともに、黒松内小学校のグラウンドを含む

外構工事を実施するなど、教育環境の充実・整備に努めてきました。

白井川中学校屋内体育館の耐震改修については、平成２５年度の繰越事業と

して平成２６年度に実施することから、適切な事業管理求めらます。

また、老朽化に伴う学校施設、学校給食センター、教員住宅の修繕・整備計

画など、年次スケジュールの具体的な検討が必要です。

⑥ 信頼される学校づくり

保護者・地域の連携協力による学校運営及び改善と充実を図り、信頼される

学校づくりを進めるため、各学校における自己評価及び学校関係者による評価

を実施し、公表することにより説明責任を果たしてきました。

今後も、学校関係者評価委員会の適切な運営を促すとともに、開かれた学校

づくりと充実した教育活動への支援を継続して行う必要があります。
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(2) 豊かで活力ある地域づくりを目指す生涯学習と社会教育の推進

少子・高齢化に伴う諸課題が顕在化し、地域社会や保護者のニーズもますます

複雑・多様化する中、学びの力で青少年の健全育成や地域コミュニティの醸成に

努めるとともに、家庭・地域の教育力の向上、地域全体で子どもを守る体制づく

り、地域の特性を生かした生涯学習の充実のため、各種事業を実施してきました。

① 活力ある地域づくりの推進

地域ごとの課題解決に積極的に関わり、住民が主体的に考え、協働により解

決していくための「仕組みづくり」を進めるため、「地域づくり振興会」などを

設置し、また、「地域づくり支援員」を配置するなど支援体制の整備に努めてき

ました。

住民主体による地域づくりに関する共有化が進み、地域が一体となった活動

が展開されました。

しかし、各団体・地域等のリーダーが不足していることや高齢化等に伴う地

域課題が浮き彫りとなり、その解決に地域住民自らが参画し推進する地域課題

解決型の新たな学習プログラムづくりに取り組むとともに、「地域おこし協力隊」

制度を活用するなど、より一層の支援を行う必要がある。

② 家庭や地域の教育力向上と支援

少子化・核家族化などの進行に伴い、人間関係や地域連帯感の希薄化が進ん

でいる中で、すべての教育の出発点である家庭や地域社会の教育力の向上を図

るため、家庭・ＰＴＡ等と連携し、学習習慣を含む生活習慣の確立に努めてき

ました。

しかし、子育て世代において、家庭教育そのものの重要性の認識の低下、社

会的に孤立している状況も見られることから、連携を一層強化するとともに、

地域全体で子どもを守り育てる環境づくりを地域の教育資源（人・自然・施設）

等を積極的に活用しながら取り組み、家庭や地域社会の教育力の向上に努める

必要があります。

③ 読書活動の推進

読書は、子どもの成長にとって豊かな情操や思考力・創造力などを養うため

に欠かせないものであり、豊富で良質な読書機会を提供するため、「ふれあいの

森情報館」を中心に読書活動を進めてきました。

また、地域を支える学習支援や情報受発信の拠点としての機能充実に努めて

きました。

「ふれあいの森情報館」は、「情報館友の会」との協働により運営することで、

常に町目線での読書活動に心がけ、身近な存在としてその地位を確立していま

すが、利用者数が横ばい傾向にあり、また、一般町民などの利用者の固定化な

どの課題が見られます。

こうした課題等に的確に対応していくことや、町民からの情報館への期待等

に応えるため、新たな視点で情報館の管理運営に努める必要があります。
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④ 地域文化の保存・活用

生涯を通じて、文化に親しみ、心のゆとりや潤いにつながる環境づくりを進

めるため、地域に根ざした自主・自発的な文化活動を促進、また、町民が文化

活動や芸術鑑賞等の文化に触れる機会の提供に努めてきました。

しかし、各文化団体においては、会員の高齢化、後継者不足などから指導者

の養成やリーダーの発掘などに課題が見られました。

町民が文化・芸術に親しむ機会を積極的に提供するとともに、今後、指導者

の養成やリーダーの発掘、また、郷土の歴史や文化、失われつつある生活民具

（記憶等を含む）などの収集・保存・活用への取り組みが急務となっています。

⑤ 生涯スポーツの振興と健康づくり

スポーツは、あらゆる活動の源である健康な体力づくりであると同時に、青

少年の健全育成や地域コミュニティの振興に大きな役割を果たしており、子ど

もから高齢者までが様々なスポーツに親しみ、楽しむことができるよう関係団

体と連携しながら各種事業の実施に努めてきました。

参加者が固定化しつつあるという課題があることから、指導者の育成、指導

力の向上を図り、また、町民が参加しやすい環境づくりや自然を活用するなど

新たな視点からの事業展開、総合型地域スポーツクラブ設立に向けた取り組み

など、スポーツ人口の拡大に努める必要があります。

町民体育館をはじめとするスポーツ施設の老朽化が進んでいることから、計

画的な整備計画などが必要となっています。

(3) まとめ

平成２５年度黒松内町教育委員会が実施した主な事務・事業を全般的に見ると、

教育行政に関係する皆様・団体等のご協力もあり、点検の結果、殆どの事業が計

画どおりに進めることができ、事業効果としても一定の成果が得らたものと評価

しています。

しかし、いずれの事務・事業においても、大なり小なりの課題を抱えているこ

とから、この事務・事業の点検及び評価を通して、常に事業効果や改善点などを

明らかにし、今後の政策展開に繋げてまいりたいと考えています。

以上、平成２５年度教育行政執行方針に沿って、事務・事業の総括責任者とし

ての全体評価といたします。

平成２６年９月

黒松内町教育委員会

教育長 内 山 哲 男
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１－１ 教育委員会組織機構図（平成２５年４月２日現在）

教 育 長 内 山 哲 男 教育委員

委 員 長 井 澤 寛

同職代理 小 林 尋 子

教育次長 佐 藤 貢 委 員 鈴 木 昭 文

委 員 成 田 志津代

上席主幹 今 田 奈々子

上席主幹 松 原 淳

総務企画担当 学校教育担当 社会教育担当

主 査 岡 嶋 貴 司 (主 査 岡 嶋 貴 司) 副主査 本 間 真

事 務（臨時） 主 任 森 本 奈緒美 主 事 野 村 優 次

鎌 谷 沙穂里 主 事 海老澤 春 平

(事務（臨時）

運転手（臨時） 武 田 幸 宏)

成 田 正 広

三本木 健 也 国際交流協力員（臨時）

冨 田 重 義 マシュー・ジョン・

花 岡 隆 芳 エリクソン

成 田 孝 治

各小中学校 学校給食センター ふれあいの森情報館

学力向上支援講師(臨時） センター長 館 長 (佐 藤 貢)

黒中 竹 鼻 直 斗 (佐 藤 貢)

特別支援教育支援員(臨時) 栄養教諭（栄養士） 司 書（臨時）

黒小 林 しおり 小 尾 恭 代 谷 口 有 美

黒中 小 林 亮 介 司 書（嘱託）

特別支援教育補助員(パート) 調理員（臨時） 松 館 聖 子

黒小 安 藤 かおり 後 藤 恵利子 事 務（臨時）

事務職員（パート） 成 田 志のぶ 武 田 幸 宏

黒小 藤 井 直 子 日下部 美穂子

黒中 藤 澤 みずほ 森 博 行 清 掃（パート）

公務補（パート） 調理員（パート） 高 橋 みゆき

白中 冨 谷 和 子 佐 藤 久美子

(成 田 正 広) 庄 子 みち代

菅 原 由美子
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１－２ 教育委員会組織機構図（平成２５年１０月１日現在）

教 育 長 内 山 哲 男 教育委員

委 員 長 井 澤 寛

同職代理 小 林 尋 子

教育次長 佐 藤 貢 委 員 成 田 志津代

委 員 池 田 重 人

上席主幹 今 田 奈々子

上席主幹 松 原 淳

総務企画担当 学校教育担当 社会教育担当

主 査 岡 嶋 貴 司 (主 査 岡 嶋 貴 司) 副主査 本 間 真

事 務（臨時） 主 任 森 本 奈緒美 主 事 野 村 優 次

鎌 谷 沙穂里 主 事 海老澤 春 平

運転手（臨時） 青少年指導員（臨時）

成 田 正 広 小 野 司津哉

三本木 健 也

冨 田 重 義 国際交流協力員（臨時）

花 岡 隆 芳 マシュー・ジョン・

成 田 孝 治 エリクソン

各小中学校 学校給食センター ふれあいの森情報館

学力向上支援講師(臨時） センター長 館 長 (佐 藤 貢)

黒小 山 本 京 子 (佐 藤 貢)

黒中 竹 鼻 直 斗 栄養教諭（栄養士） 司 書（臨時）

特別支援教育支援員(臨時) 小 尾 恭 代 谷 口 有 美

黒小 林 しおり 司 書（嘱託）

黒中 小 林 亮 介 調理員（臨時） 松 館 聖 子

特別支援教育補助員(パート) 後 藤 恵利子 事 務（臨時）

黒小 安 藤 かおり 成 田 志のぶ 居 川 弘 美

白小 丸 岡 亜希子 日下部 美穂子

事務職員（パート） 森 博 行 清 掃（パート）

黒小 藤 井 直 子 調理員（パート） 高 橋 みゆき

黒中 藤 澤 みずほ 佐 藤 久美子

公務補（パート） 庄 子 みち代

白中 冨 谷 和 子 菅 原 由美子

(成 田 正 広)
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２ 教育関係予算の状況（当初予算）

平成２５年度における教育予算の総額は１８６，９８４千円であり、町の一般会計全体
に占める割合は５．４％で、前年度比１８，６２５千円の減額となっている。

予 算 科 目 25 年度予算 24 年度予算 比 較 備 考

１ 教育総務費 教 育 委 員 会 費 1,286 1,329 △ 43

事 務 局 費 27,174 27,484 △ 310

スクールバス管理費 8,404 10,040 △ 1,636

小 計 36,864 38,853 △ 1,989

２ 小 学 校 費 学 校 管 理 費 25,558 25,843 △ 285

教 育 振 興 費 3,479 3,805 △ 326

環 境 教 育 推 進 費 0 248 △ 248 教育振興費へ

小 計 29,037 29,896 △ 859

３ 中 学 校 費 学 校 管 理 費 23,614 26,569 △ 2,955

教 育 振 興 費 8,463 11,982 △ 3,519

環 境 教 育 推 進 費 0 465 △ 465 教育振興費へ

小 計 32,077 39,016 △ 6,939

４ 社会教育費 社 会 教 育 総 務 費 9,837 9,589 248

総合町民センター費 8,714 9,371 △ 657

情 報 館 管 理 費 14,720 14,388 332

生涯学習館管理費 4,083 4,489 △ 406

文 化 財 保 護 費 209 2,157 △ 1,948

子 育 て 支 援 費 1,752 2,417 △ 665

放課後子ども活動費 2,830 2,830 0

地域づくり活動費 3,324 6,929 △ 3,605

小 計 45,469 52,170 △ 6,701

５ 保健体育費 保 健 体 育 総 務 費 10,924 9,852 1,072

体 育 施 設 費 11,135 14,052 △ 2,917

学 校 給 食 費 21,478 21,770 △ 292

小 計 43,537 45,674 △ 2,137

総 合 計 186,984 205,609 △ 18,625
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３ 学校の児童生徒・教職員数

(1) 児童生徒数（４月１日現在）

学 校 名 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計

H 23 29 27 18 18 16 25 133
黒松内小学校 H 24 21 29 29 18 20 17 134

H 25 17 21 31 28 18 20 135
H 23 2 1 1 0 3 4 11

白井川小学校 H 24 3 2 1 1 2 4 13
H 25 2 3 1 1 2 0 9
H 23 31 28 19 18 19 29 144

小学校 計 H 24 24 31 30 19 22 21 147
H 25 19 24 32 29 20 20 144
H 23 31 40 26 97

黒松内中学校 H 24 21 32 41 94
H 25 17 24 38 79
H 23 3 4 2 9

白井川中学校 H 24 5 3 3 11
H 25 2 3 3 8
H 23 34 44 28 106

中学校 計 H 24 26 35 44 105
H 25 19 27 41 87
H 23 250

総 合 計 H 24 252
H 25 231

(2) 教職員数（４月１日現在） ※ ( )内は産休又は育休の職員数、外数

学 校 名 教職員 養 護 事 務 栄 養 期限付 町職員 計

H 23 12 1 1 1 － 2 17
黒松内小学校 H 24 12 1 1 1 1 3 19

H 25 15 1 1 1 － 2 20
H 23 4 － － － 1 1 6

白井川小学校 H 24 4(1) － － － 3 1 8(1)
H 25 4(1) － － － 3 － 7(1)
H 23 16 1 1 1 1 3 23

小学校 計 H 24 16(1) 1 1 1 4 4 27(1)
H 25 19(1) 1 1 1 3 2 27(1)
H 23 12 1 1 － － 1 15

黒松内中学校 H 24 12 1 1 － － 2 16
H 25 13 1 1 － 1 2 18
H 23 6 － － － － － 6

白井川中学校 H 24 5(1) － － － 1 － 6(1)
H 25 5(1) － － － 1 － 6(1)
H 23 18 1 1 － － 1 21

中学校 計 H 24 17(1) 1 1 － 1 2 22(1)
H 25 18(1) 1 1 － 2 2 24(1)
H 23 34 2 2 1 1 4 44

総 合 計 H 24 33(2) 2 2 1 5 6 49(2)
H 25 37(2) 2 2 1 5 4 51(2)
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４ 各施設利用者数

(1) 総合町民センター

大ホール 配 膳 室 控 室 青年研修室 婦人研修室
区 分

件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者

H23 年度 191 5,703 13 139 87 1,429 128 1,770 180 2,267

H24 年度 185 6,507 15 210 102 1,546 146 1,361 164 1,483

H25 年度 169 4,404 9 120 89 1,344 179 1,650 192 2,067

生涯研修室 老人研修室 調理実習室 合 計
区 分

件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者

H23 年度 61 446 282 5,887 34 639 976 18,280

H24 年度 175 1,618 276 7,436 47 719 1,110 20,880

H25 年度 179 1,738 239 6,592 41 630 1,097 18,545

(2) ふれあいの森情報館

貸 出 冊 数 登 録 者 数
区 分 開館日数 入館者数 蔵 書 数

総 数 1 日平均 町 内 町 外 合 計

H23 年度 289 13,526 26,375 22,948 79.4 1,908 553 2,461

H24 年度 293 10,980 28,031 21,093 72.0 2,002 587 2,589

H25 年度 292 11,906 29,538 21,523 73.7 2,097 630 2,727

(3) ミニビジターセンター

町 内 町 外 町 内 町 外
区 分 その他 合 計

大 人 小 人 大 人 小 人 団 体 団 体

宿泊研修 20 2 79 4 10 240 － 355

H23 年度 日帰研修 － － 6 － － － － 6

計 20 2 85 4 10 240 － 361

宿泊研修 10 10 87 － 25 229 － 361

H24 年度 日帰研修 3 － 2 － － － － 5

計 13 10 89 － 25 229 － 366

宿泊研修 39 － 68 － 30 84 － 221

H25 年度 日帰研修 － － － － － － － －

計 39 10 68 － 30 84 － 221
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(4) 各運動施設

利 用 者 数
区 分 合 計 備 考

町 内 町 外

H 23 年度 2,260 3,754 6,014

野 球 場 H 24 年度 1,523 4,035 5,558

H 25 年度 1,576 1,410 2,986

H 23 年度 796 900 1,696

多 目 的 広 場 H 24 年度 3,450 1,029 4,479

H 25 年度 5,553 285 5,838

H 23 年度 36 110 146

テニスコート H 24 年度 44 60 104

H 25 年度 14 10 24

H 23 年度 3,402 212 3,614

町 民 プ ー ル H 24 年度 3,540 173 3,713

H 25 年度 3,025 141 3,166

H 23 年度 1,270 2,037 3,307
パークゴルフ場
（ 歌 才 ） H 24 年度 1,333 1,249 2,582 利用料納入者

H 25 年度 910 870 1,780

H 23 年度 1,058 1,932 2,990
パークゴルフ場
（ 道の駅 ） H 24 年度 915 1,195 2,110 利用料納入者

H 25 年度 592 989 1,581

H 23 年度 - - 1,173

東山スキー場 H 24 年度 - - 1,046

H 25 年度 - - 1,208

H 23 年度 - - 14,506

町 民 体 育 館 H 24 年度 - - 18,906

H 25 年度 - - 18,882


